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先日は進路説明会にご参加いただき、ありがとうございました。11月に入り、県公立高等学校の志願者倍率や、

電子出願の利用の手引きが発表され、進路決定に向けての動きが活発になってきました。最新の情報を逃さないよ

う、学校からも発信していきますが、ご家庭でもこまめに埼玉県教育委員会のホームページを確認するようにする

とともに、進路決定に向けた意向も固めていきましょう。

電子出願システムでは、保護者の方に実施

していただく部分もありますので必ず手引

きを一読してください。

ここでは、出願までの流れを一部抜粋して掲載します。なお、本システムでさいたま市立高等

学校及び川口市立高等学校への出願はできません。また、欠員補充、大宮中央高等学校通信制

の課程への出願においても使用できませんのでご注意ください。

（１）志願者情報登録（アカウントを登録する）

① 中学校より配布する、瓦葺中学校専用の「志願者登録用２次元コード又はＵＲＬ」が必要です。
現在、中学校で事前の利用申込（中学校専用ＩＤ等の発行）を行っています。

② 準備ができ次第、担任よりクラスごとに異なる「埼玉県公立高等学校への志願のための事前登録のお願い」の
案内文書を配布します。

③ 案内文章にある二次元コードを読み取り、志願者登録ページにアクセスしたら、画面の案内に従い、氏名住所
等を登録してください。

④ 登録後、画面に表示される登録番号（１２桁の番号）は今後の手続でも利用する大切なものです。
必ずＰＤＦをダウンロードや印刷等して保管してください。

（２）中学校が志願者情報を確認・承認します。

（３）志願情報登録（どこの高校に出願するのか入力する）

① 中学校が承認すると、電子出願システムにログインができるようになります。
※（１）でダウンロードしたＰＤＦに記載のＩＤ（１２桁の数字）及び登録したパスワードが必要です。

② 出願入力期間（１月２７日正午～２月１０日正午）は、志願情報を申請することができます。
電子出願システムにログインし、案内に従って志願先高等学校、学科等を選択します。

（４）入学選考手数料の納付

電子出願システムの案内に従って、１月２７日正午～２月１０日正午の期間中に、選考手数料を納付してくださ
い。納付に利用できるのは、クレジットカード決済、コンビニ払い、ペイジーの３種類です。

（５）中学校が志願情報確認・承認します【２月１０日正午まで】

誤った志願先を選択していないか、入学選考手数料が納付されているかなどを中学校が確認・承認します。

※ 中学校では、この志願情報にそって、図中の（７）にある『調査書等の書類の送付』を行います。面談等で確
認した志願先と異なることがないようにしてください。

➡以上で出願は完了です。その後も本システム上で志願先変更・受検票の印刷等を行います。

先月本校でも実施しました進路希望調査の内容が反映されています。

今後、全県の調査で発表される志願者倍率は『１月中旬（12月上旬時点）』と

『出願期間終了後（志願先変更前）』です。

なお、県内公立高等学校への進学希望状況を確認できるスマートフォン用閲覧フォームが試行的に公開されていま

すので、ご利用ください。


